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国
民
年
金
社
会
保
険
料

（
国
民
年
金
保
険
料
）

控
除
証
明
書
を
送
付

　

９
月
30
日
ま
で
に
納
付
し
た
国

民
年
金
保
険
料
額
を
証
明
し
た
同

証
明
書
が
日
本
年
金
機
構
か
ら
11

月
上
旬
に
送
付
さ
れ
ま
す
。
年
末

調
整
や
確
定
申
告
の
際
に
は
、
こ

の
証
明
書
と
10
月
１
日
以
降
に
納

付
し
た
領
収
証
書
が
必
要
と
な
り

ま
す
の
で
、
大
切
に
保
管
し
て
く

だ
さ
い
。

【
ね
ん
き
ん
加
入
者
ダ
イ
ヤ
ル
】

　

月
曜
〜
金
曜
日
午
前
８
時
30
分

〜
午
後
７
時
、
第
２
土
曜
日
午
前

９
時
30
分
〜
午
後
４
時
（
祝
日
・

年
末
年
始
を
除
く
）

▽
電
話
０
５
７
０

－

003

－

004

▽
050
か
ら
始
ま
る
電
話
の
場
合
03

－

６
６
３
０

－

２
５
２
５

i
立
川
年
金
事
務
所
（
☎
042

－

523

－

０
３
５
２
）

医
療
費
の
お
知
ら
せ
の
送
付

　

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
の
診

療
年
月
や
医
療
費
の
総
額
等
を
記

載
し
た
お
知
ら
せ
を
年
２
回
送
付

し
て
い
ま
す
。
12
月
上
旬
に
令
和

４
年
11
月
〜
５
年
６
月
受
診
分
を

発
送
予
定
で
す
。

　

原
則
、
世
帯
主
あ
て
に
送
付
し

ま
す
の
で
、
送
付
を
希
望
さ
れ
な

い
場
合
は
、
11
月
22
日
（
水
）
ま

で
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

i
保
険
年
金
課
国
民
健
康
保
険
係

（
☎
042

－

387

－

９
８
３
３
）

都
営
住
宅
の
入
居
者
募
集

■
募
集
内
容
▽
家
族
向
け
・
単
身

者
向
け
（
一
般
募
集
住
宅
）
▽
若

年
夫
婦
・
子
育
て
世
帯
向
け
（
定

期
使
用
住
宅
）
等

■
申
込
書
配
布
期
間
11
月
１
日

（
水
）
〜
10
日
（
金
）

■
申
込
書
配
布
場
所
等
ま
ち
づ
く

り
推
進
課
（
市
役
所
第
二
庁
舎
５

階
）、
市
役
所
第
二
庁
舎
１
階
受

付
、
管
財
課
（
市
役
所
本
庁
舎
１

階
）、
施
設
管
理
室
（
同
１
階
、

夜
間
・
休
日
の
み
）、
東
京
都
住

宅
供
給
公
社
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

e
募
集
内
容
、
申
込
資
格
等
詳
し

く
は
、「
都
営
住
宅
入
居
者
募
集

の
ご
案
内
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い

m
11
月
16
日
（
必
着
）
ま
で
に
、

郵
送
で
渋
谷
郵
便
局
へ
※
オ
ン
ラ

イ
ン
で
も
申
込
可
。
詳
細
は
同
公

社
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
参
照

i
Ｊ
Ｋ
Ｋ
東
京
（
東
京
都
住
宅
供

給
公
社
）
都
営
住
宅
募
集
セ
ン
タ

ー
（
☎
 ０
５
７
０

－

010

－

810
＝
11

月
１
日
〜
16
日
、
☎
03

－

３
４
９

８

－

８
８
９
４
hh

ttp
s://w

w
w
.

to
-k
o
u
sy
a
.

o
r.jp
/

）、
市

ま
ち
づ
く
り
推

進
課
住
宅
係

（
☎
042

－

387

－

９
８
６
１
）

D
V
防
止
普
及
啓
発

パ
ネ
ル
展
を
開
催

　

11
月
25
日
は
、
女
性
に
対
す
る

暴
力
撤
廃
国
際
日
で
す
。
内
閣
府

で
は
、
社
会
の
意
識
啓
発
等
、
女

性
に
対
す
る
暴
力
の
問
題
に
関
す

る
取
り
組
み
を
一
層
強
化
す
る
こ

と
を
目
的
と
し
、
11
月
12
日
〜
25

日
に
「
女
性
に
対
す
る
暴
力
を
な

く
す
運
動
」
を
実
施
し
ま
す
。

　

市
も
同
運
動
に
伴
い
、
11
月
12

日
（
日
）
〜
24
日
（
金
）
に
Ｄ
Ｖ

防
止
普
及
啓
発
パ
ネ
ル
展
を
開
催

し
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
覧
い
た
だ
き
、

Ｄ
Ｖ
防
止
の
輪
を
広
げ
て
い
き
ま

し
ょ
う
。

b
市
役
所
第
二
庁
舎
入
口

i
企
画
政
策
課
男
女
共
同
参
画
室

（
☎
042

－

387

－

９
８
５
３
）

福
祉
福
祉
ののひろ

ば

ひ
ろ
ば

災
害
救
援
用

災
害
救
援
用

資
機
材
を
配
備

資
機
材
を
配
備

　

日
本
赤
十
字
社
東
京
都
支
部
か

ら
、
災
害
救
援
用
資
機
材
が
配
備

さ
れ
ま
し
た
。

■
配
備
資
機
材
▽
発
動
発
電
機
＝

１
台
▽
Ｌ
Ｅ
Ｄ
投
光
器
＝
１
台
▽

自
動
ラ
ッ
プ
式
ト
イ
レ
＝
４
台
i

日
本
赤
十
字
社
東
京
都
支
部
小
金

井
市
地
区
事
務
局
（
地
域
福
祉
課

地
域
福
祉
係
内
☎
042

－

387

－
９
９

１
５
）

在
宅
介
護
者
見
舞
品
の
支
給

　

令
和
５
年
11
月
１
日
現
在
、
在

宅
で
要
介
護
４
ま
た
は
５
に
認
定

さ
れ
た
方
を
同
居
し
て
介
護
し
て

い
る
方
に
、
見
舞
品
（
商
品
券
５

千
円
分
）
を
差
し
上
げ
ま
す
。

　

な
お
、
前
年
度
に
配
布
し
た
方

に
は
申
請
書
を
郵
送
し
ま
し
た
。

m
11
月
24
日
ま
で
に
、
介
護
保
険

証
等
の
要
介
護
度
が
分
か
る
書
類

と
申
請
者
の
現
住
所
を
確
認
で
き

る
書
類
を
持
参
し
、
直
接
、
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
・
市
民
活
動
セ
ン
タ
ー

（
☎
042

－

387

－

０
０
１
１
）
へ

こ
が
ね
い
社
協
福
祉
マ
ル
シ
ェ

d
11
月
23
日
（
祝
）
午
前
10
時
30

分
〜
午
後
３
時
b
社
会
福
祉
協
議

会
駐
車
場
u
市
内
福
祉
事
業
所
等

に
よ
る
物
販
i
小
金
井
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
・
市
民
活
動
セ
ン
タ
ー
（
☎

042

－

387

－
０
０
１
１
）

児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
き
ら
り

主
催
オ
ン
ラ
イ
ン
講
演
会

運
動
発
達
を
促
す
環
境
と
親

子
の
関
わ
り

■
視
聴
可
能
期
間
12
月
１
日（
金
）

午
前
10
時
〜
14
日
（
木
）
午
前
10

時
k
中
山
雅
和
さ
ん
（
理
学
療
法

士
）
t
市
内
在
住
・
在
勤
・
在
学

の
方
m
11
月
13
日
〜
24
日
に
、
申

込
フ
ォ
ー
ム
（h

ttp
s://o

n
l.tw
/

rsu
tp
D
7

）

で
i
同
セ
ン

タ
ー
（
☎
０

４
２
２

－

60

－

１
５
５

０
）

シ
ニ
ア
の
た
め
の
や
さ
し
い

L
I
N
E
講
座

d
11
月
21
日
（
火
）、28
日
（
火
）

①
午
後
１
時
〜
２
時
30
分
②
３
時

〜
４
時
30
分
（
全
２
回
）
b
東
小

金
井
駅
開
設
記
念
会
館
・
マ
ロ
ン

ホ
ー
ル
k
佐
藤
弥
子
さ
ん
（
シ
ニ

ア
Ｉ
Ｔ
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
）
t
市
内

在
住
の
65
歳
以
上
の
方
s
各
10
人

（
多
数
抽
選
）
m
11
月
９
日
（
必

着
）
ま
で
に
、
往
復
は
が
き
に
住

所
・
氏
名
（
ふ
り
が
な
）・
年
齢

・
希
望
コ
ー
ス
（
①
②
の
い
ず
れ

か
）・
電
話
番
号
・
ス
マ
ー
ト
フ

ォ
ン
の
種
類
を
明
記
し
、
介
護
福

祉
課
包
括
支
援
係
（
〒
184

－

８
５

０
４
住
所
不
要
☎
042

－

387

－

９
８

４
５
）
へ

シ
ニ
ア
の
た
め
の
ス
マ
ホ
相

談
会

d
11
月
７
日
（
火
）
午
後
１
時
〜

４
時
b
前
原
町
西
之
台
会
館
t
市

内
在
住
の
60
歳
以
上
の
方
m
当
日

直
接
会
場
へ
i
都
ス
マ
ー
ト
フ
ォ

ン
普
及
啓
発
事
業
事
務
局
（
☎
050

－

５
５
３
６

－

６
０
４
９
＝
土
曜

・
日
曜
・
祝
日
・
年
末
年
始
を
除

く
午
前
９
時
〜
午
後
５
時
）、
市

介
護
福
祉
課
包
括
支
援
係
（
☎
042

－

387

－

９
８
４
５
）

シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー

手
工
芸
班
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

講
習
会

d
11
月
21
日
（
火
）
午
前
９
時
30

分
〜
正
午
b
本
町
作
業
所
（
本
町

６

－

５

－

16
）
u
ミ
ニ
シ
ョ
ル
ダ

ー
を
製
作
t
市
内
在
住
の
方
s
10

人
（
申
込
順
）
n
100
円
m
11
月
１

日
か
ら
、電
話
で
同
セ
ン
タ
ー（
☎

０
４
２
２

－

27

－

７
１
１
７
）
へ

認
知
症
予
防
通
い
の
場

－

脳
い
き
い
き
講
座

d
11
月
17
日
（
金
）
午
後
２
時
〜

３
時
30
分
b
市
役
所
第
二
庁
舎
８

階
801
会
議
室
t
市
内
在
住
の
65
歳

以
上
の
方
で
、
要
介
護
認
定
等
を

受
け
て
い
な
い
方
s
15
人
（
申
込

順
）
m
11
月
１
日
か
ら
、
電
話
で

小
金
井
に
し
地
域
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー
（
☎
042

－

386

－

７
３
７
３
）

へ認
知
症
家
族
の
集
い

　

認
知
症
の
方
を
介
護
し
て
い
る

家
族
同
士
で
悩
み
や
不
安
を
語
り

合
い
、
専
門
の
先
生
の
講
座
を
交

え
な
が
ら
勉
強
し
ま
せ
ん
か
。

d
12
月
２
日
（
土
）
午
後
１
時
〜

３
時
b
上
之
原
会
館
k
五
島
シ
ズ

さ
ん
（
認
知
症
ケ
ア
ア
ド
バ
イ
ザ

ー
）
t
認
知
症
の
方
を
介
護
し
て

い
る
家
族
の
方
s
10
人
（
申
込

順
）
m
11
月
10
日
か
ら
、
電
話
で

緑
寿
園
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
（
☎
042

－

462

－

１
２
０
６
）
へ

認
知
症
カ
フ
ェ

【
桜
町
オ
レ
ン
ジ
カ
フ
ェ
】

d
11
月
18
日
（
土
）、
12
月
16
日

（
土
）、
午
後
２
時
30
分
〜
４
時

b
桜
町
高
齢
者
在
宅
サ
ー
ビ
ス
セ

ン
タ
ー
（
桜
町
１

－

９

－

５
）
s

25
人
（
申
込
順
）
n
200
円
m
開
催

月
の
１
日
か
ら
、
電
話
で
小
金
井

き
た
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

（
☎
042

－

388

－

２
４
４
０
）
へ

【
ひ
だ
ま
り
カ
フ
ェ
】

d
11
月
25
日
（
土
）、
12
月
23
日

（
土
）
午
前
10
時
30
分
〜
正
午
b

喫
茶
ウ
エ
ス
ト
（
東
町
４

－

21

－

12
）
n
無
料
（
飲
み
物
代
実
費
）

m
当
日
直
接
会
場
へ
i
小
金
井
ひ

が
し
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

（
☎
042

－

386

－

６
５
１
４
）

【
に
し
の
だ
い
カ
フ
ェ
】

d
11
月
28
日
（
火
）
午
後
２
時
〜

３
時
30
分
b
前
原
町
西
之
台
会
館

s
20
人
（
申
込
順
）
n
100
円
m
11

月
１
日
か
ら
、
電
話
で
小
金
井
み

な
み
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

（
☎
042

－

388

－

８
４
０
０
）
へ

【
貫
井
住
宅
カ
フ
ェ
】

d
12
月
26
日
（
火
）
午
後
２
時
〜

３
時
b
貫
井
住
宅
内
集
会
所
（
貫

井
南
町
５

－

３

－

５
）
s
20
人（
申

込
順
）
n
100
円
m
12
月
１
日
か

ら
、
電
話
で
小
金
井
み
な
み
地
域

包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
（
☎
042

－

388

－

８
４
０
０
）
へ

【
な
ご
み
カ
フ
ェ
】

d
12
月
27
日
（
水
）
午
後
２
時
〜

３
時
30
分
b
特
別
養
護
老
人
ホ
ー

ム
つ
き
み
の
園
内
喫
茶
な
ご
み

（
中
町
２

－

15

－

25
）
s
15
人（
申

込
順
）
m
12
月
１
日
か
ら
、
電
話

で
小
金
井
ひ
が
し
地
域
包
括
支
援

セ
ン
タ
ー
（
☎
042

－

386

－

６
５
１

４
）
へ

d11月３日（祝）
t市内在住の65歳以上の方
y本人確認書類（マイナンバーカード、運転免許
証、健康保険証、介護保険被保険者証等）
e年齢確認ができない場合は、通常の入館料がか
かる場合があります
i市立はけの森美術館について＝コミュニティ文
化課文化推進係（☎042－387－9923）、高齢者敬
老事業について＝介護福祉課高齢福祉係（☎042
－387－9843）

高齢者敬老事業

はけの森美術館
高齢者無料入館デー

申込フォーム

各種申し込みは、開庁時間または各施設開館時間内にお願いします。5・11・15


